
　

第72回定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項

会社の体制および方針

連 結 注 記 表
　

個 別 注 記 表
（2019年６月21日から2020年６月20日まで）

当社は、第72回定時株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、事業報
告中の会社の体制および方針、連結注記表および個別注記表につきましては、法令
および定款の定めにより、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.kingjim.co.jp/）に掲載することにより株主の皆様に提供しており
ます。
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会社の体制および方針
（1）取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保する

ための体制
≪業務の適正を確保するための体制の内容の概要≫
　当社の業務の適正を確保するための体制について、取締役会における決議に基づき整備を進めておりま
す。当社の業務の適正を確保するための体制の内容の概要は次のとおりであります。
① 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
　当社グループは、経営理念、行動指針、ならびに最上位規程として位置付けられたキングジムグループ
コンプライアンスプログラムにより、法令および定款を遵守すると共に、企業倫理の実践を図るため、当
社グループの役職員が自らを律し行動します。当社は経営管理本部長をコンプライアンス統括責任者と定
め、常務取締役以上の取締役と社外の顧問弁護士をメンバーとしたコンプライアンス委員会を設置してお
ります。また、当社は内部通報に関する窓口としてスピークアウト制度を設けております。万一、コンプ
ライアンス上に疑義のある行為が行われ、また行われようとすることに気付いた者は、スピークアウト制
度により、社外の顧問弁護士に通報することができる体制となっております。通報者は匿名性が保障され
ており、通報者の正当な行為は従業員就業規則によって保護され、通報したことにより不利益となる扱い
は受けません。監査役は、当社グループのコンプライアンスの状況を監査すると共に、社外の顧問弁護士
からの通知およびコンプライアンス委員会から報告を受け、その運営を監査します。
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　取締役の職務執行に係る情報については、取締役会規程、文書管理規程、決裁手続規程、稟議処理細則
に従い、文書に記録し、適切に保存され、これらの規程ならびに機密管理規程に従って適正に管理されま
す。取締役または監査役が文書の閲覧を希望する場合は、上記の諸規程に基づき閲覧することができま
す。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社グループの損失の危険の管理は、キングジムグループ危機管理規程および当社グループ各社が制定
する危機管理細則に基づき、それぞれ業務執行を行う各本部長、担当役員または子会社社長が日常での全
体管理を行います。また必要に応じ、各本部長、担当役員または子会社社長は、業務規程の整備を充実さ
せます。平常時においては、当社社長を委員長とするリスクマネジメント委員会がリスク分析等を行う体
制をとり、万一、損失の危険が当社グループの業績に重要な影響を及ぼすおそれが生じた場合は、各本部
長または担当役員が社長および経営管理本部長に報告すると共に、当社は緊急検討委員会もしくは緊急対
策本部またはその双方を開催し、その対応を早急に検討します。危機発生の状況および対応の状況は、取
締役会、監査役会に報告するものとします。また、当社グループの業績に重要な影響を及ぼすとされる事
項は、遅滞なく会計監査人に報告すると共に、適時開示等によりステークホルダーに開示します。
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は、当社グループの成長戦略を構築するため、中期経営計画により全社的な目標を設定し、その目
標を達成するため各本部長、担当役員または子会社社長は具体策を実行します。重要事項の決定と各取締
役の業務執行状況の報告ならびに取締役の職務執行の監督を行うため、当社は取締役会を月１回以上開催
し、監査役は取締役の業務執行状況を監査する体制をとっております。また、取締役会の充実を図るた
め、事前に審議機関である常務会を開催し重要事項の検討を行い、取締役の職務執行が効率的に行われる
ことを確保しております。
⑤ 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　当社は、当社および企業集団全体の業務の適正を確保するための体制ならびに財務報告の信頼性等を確
保するための体制を整備しております。
　キングジムグループコンプライアンスプログラムは、企業集団全体のプログラムとして、子会社におい
ても運営されます。通常の業務の適正を確保する体制は、内部監査規程、子会社管理規程等により担保さ
れ、その実施は担当役員が把握すると共に、子会社の経営状態その他の重要な情報について、当社への定
期的かつ継続的な報告を義務付けております。当社内部監査部署は子会社の業務の適正を監査し、その結
果を監査役に報告すると共に、特に重大な事項については取締役会に報告します。子会社においては、キ
ングジムグループコンプライアンスプログラムに則り諸規則の整備を含め、業務の適正を確保するための
体制の整備を推進しております。なお、海外子会社は、上記整備の推進にあたり現地の法令・慣習を尊重
します。

⑥ 反社会的勢力排除に係る体制
　当社グループは、反社会的勢力・団体とは一切の関わりを持たず、また、不当な要求には一切応じるこ
とのないようキングジムグループコンプライアンスプログラムを確立しており、今後もその体制を確保い
たします。
⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならび
にその使用人の取締役からの独立性に関する事項
　監査役が監査を実効的に行うために監査役の職務を補助すべき使用人の配属を求めたときは、それを適
切に補完できる必要な知識・能力を備えた使用人を配属します。また、監査役の職務の独立性を確保する
ため、監査役の職務を補助する使用人は、監査役の指揮命令に反して、その所属する取締役の指揮命令を
受けません。
⑧ 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
　当社および子会社の取締役および使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれがある事実、法
令・定款に違反するおそれがある事実を発見した場合は、直ちに、監査役または監査役会に報告を行いま
す。また、当社および子会社の取締役および使用人は、監査役から監査に必要な事項に関し説明を求めら
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れた場合は、速やかに、監査役または監査役会に必要な報告を行います。当社および子会社は、当社およ
び子会社の監査役へ報告を行った当社および子会社の取締役および使用人に対し、当該報告をしたことを
理由として不利益となる扱いをしません。
⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査役は、監査計画の策定に当たっては会計監査人および内部監査部署との調整を行い、監査の方法お
よび監査業務の役割分担を含め監査役会でこれを決定します。監査役は監査業務を適切に遂行するため取
締役・使用人および子会社の業務執行者との意思疎通、情報交換を図り監査を実施します。当社は、監査
役による監査に協力し、監査にかかる諸費用については、監査の実効を担保するため必要な費用を負担し
ます。
　監査役が必要と認めた場合、監査役は弁護士、公認会計士および税理士等との連携により適切な監査を
行います。また、監査役は、監査に必要な情報を収集するために各種重要会議への出席および稟議書その
他の重要な書類の閲覧をすることができます。

≪業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要≫
　当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、次のとおりでありま
す。
① 法令遵守体制
・キングジムグループコンプライアンスプログラムを一部改定し、コンプライアンス体制の啓蒙とコンプ
ライアンス活動の推進に努めました。
・パワーハラスメントに関するｅラーニングを利用した教育を実施し、理解を深めさせて防止に努めまし
た。
・インサイダー取引防止について周知徹底しました。
・下請代金支払遅延等防止法の概要を関係者に周知し、違反防止に努めました。
・当事業年度において、重大なコンプライアンスに関する違反の事案は発生しておりません。

② 職務執行の適正性および効率性の確保のための取組み
・取締役会を13回開催し、経営に関する重要な事項についての意思決定を行うとともに、取締役の職務執
行状況の監督を行っております。取締役会の機能を補完し経営効率を向上させるため、常務会を11回開
催し、事業運営に関する重要な事項を検討しました。

③ 当社グループのリスク管理体制
・各部署および子会社の長に対して、危機管理およびコンプライアンスについてのアンケートを実施しま
した。
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・為替の急激な変動に適正に対処するため、リスクマネジメント委員会為替・税制部会を３回開催しまし
た。また、リスクが高い事案については、リスクマネジメント委員会および常務会にて議論をしまし
た。

④ 監査役監査の実効性
・監査役は、取締役、会計監査人および内部監査部署との間で、定期的にあるいは適宜、会議や意見交換
会を開催して、効果的な監査職務が実施できる体制構築に努めました。

・監査役は、監査計画で決定した分担に基づき、取締役会、常務会等の重要な会議に出席して経営の意思
決定プロセスを把握し、適宜、監査役会に報告しました。

⑤ 反社会的勢力排除について
・取引先との契約書等には反社会的勢力排除に関する記載を盛り込むとともに、従業員に対しては、反社
会的勢力排除についての意識醸成に努めました。

（2）当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
① 基本方針の概要
　当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が
企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必
要があると考えています。当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当
社の株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式について大量
買付けがなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否
定するものではありません。
　しかしながら、株式の大量買付けの中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対
する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締
役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案する
ための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたら
すために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さ
ないものも少なくありません。
　当社は、企業価値の確保・向上に努めておりますが、特に、当社の企業価値の源泉は、①情報活用環境
での、秀でた商品開発力・提案力、②安心のブランド力、③広い販売力と顧客サポート力、さらには④全
員経営の風土と堅実経営にあります。当社株式の大量買付けを行う者が当社の企業価値の源泉を理解し、
これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀
損されることになります。
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　当社としては、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量買付けを行う者は、
当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付けに
対しては必要かつ相当な対抗をすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要
があると考えます。

　 ② 基本方針実現のための具体的取組みの概要
（イ）基本方針の実現に資する特別な取組みの概要
＜基本施策＞
　当社は、強固な経営基盤の再構築に取り組むと共に、次なる成長のステージへ飛躍するため、「成長
分野へのシフトを加速」および「収益構造の変革」を掲げ、中期経営計画の達成を図ってまいります。
また、変化する経済環境に対応しつつ、便利で快適な商品やサービスを提供し、お客様のニーズに応え
てまいります。

＜コーポレート・ガバナンスの強化＞
　当社は、取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築する
ため、取締役の任期を１年としております。また、当社から独立した社外取締役４名の体制とし、取締
役会における社外取締役の比率を３分の１まで高めており、社外取締役は取締役会に出席して専門的な
立場から各取締役の業務執行を監督しています。また、当社では執行役員制度を採用することにより、
業務の監督と執行を分離するとともに意思決定の迅速化を図っています。さらに、当社は監査役会設置
会社を選択し、常勤監査役１名のほか当社から独立した社外監査役２名を選任しており、社外監査役は
専門的な立場から監査しています。
　また、取締役会の諮問機関として、社外取締役３名および社内取締役２名の計５名で構成される「指
名・報酬委員会」を設置し、当該「指名・報酬委員会」にて取締役、執行役員および監査役の候補者、
報酬等を検討することにより、これらに関する決定プロセスの一層の透明化を図っております。

（ロ）基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止
するための取組みの概要
　当社は、2019年８月１日開催の取締役会において「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収
防衛策）」を更新することを決議し（以下「本更新」といい、更新後のプランを「本プラン」といいま
す。）、同年９月19日開催の第71回定時株主総会において本プランの更新について承認を得ております。
　本プランの概要は以下のとおりであります。
　本プランは、次の(a)又は(b)に該当する当社株券等の買付けその他の取得又はこれらに類似する行為
（これらの提案を含みます。）（当社取締役会が本プランを適用しない旨別途決定したものを除くものと
し、以下「買付等」といいます。）がなされる場合を適用対象とします。買付等を行おうとする者（以
下「買付者等」といいます。）には、予め本プランに定められる手続に従っていただくこととします。
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(a) 当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付けその他の取
得

(b) 当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合およびその特別関係者
の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

　本プランは、これらの買付等が行われようとする際に、それに応じるべきか否かを株主の皆様が判断
するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とするもので
す。また、上記基本方針に反し、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する買付等を阻止することに
より、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的としております。
　当社の株券等について買付等が行われる場合、当該買付等に係る買付者等には、買付内容等の検討に
必要な情報および本プランを遵守する旨の法的拘束力のある誓約文言等を記載した書面の提出を求めま
す。その後、買付者等から提出された情報や当社取締役会からの意見や根拠資料、代替案（もしあれ
ば）が、業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査役〔もしくはこれに準
ずる監査役（過去に当社又は当社の子会社の社外取締役であったために、会社法第２条第16号の要件を
充足しない監査役を含みます。以下同様とします。）〕、又は社外の有識者（現時点においては業務執行
を行う経営陣から独立している社外取締役３名）から構成される独立委員会に提供され、その評価、検
討を経るものとします。独立委員会は、外部専門家等の助言を独自に得た上、買付内容の評価・検討、
当社取締役会の提示した代替案の検討、買付者等との交渉、ならびに以下の勧告等を行います。
　独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続を遵守しなかった場合、または当該買付等の内容
の検討、買付者等との協議・交渉等の結果、当該買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対
する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合など本プランに定める要件に該当し、後述す
る新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、独立委員会規則に従い、
当社取締役会に対して、新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。
　また、当社取締役会は、本プランに定める場合には、本プランに従った新株予約権の無償割当てを実
施するに際して、実務上可能な限り最短の期間で株主総会を開催できるように、速やかに株主総会を招
集し、株主の皆様の意思を確認することができるものとします。
　この新株予約権には、買付者等による権利行使が認められないという行使条件、および当社が買付者
等以外の者から当社株式等と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条項が付されており
ます。この新株予約権を割り当てられた株主は、原則として、１円（を下限として当社株式１株の時価
の２分の１の金額を上限とする範囲内で当社取締役会が新株予約権無償割当ての決議において定める金
額）を払い込むことにより、新株予約権を行使し、当社株式１株を取得することができます。当社取締
役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して新株予約権無償割当ての実施又は不実施等の決議を行
うものとします。
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　本プランの運用に際しては、当社取締役会は、適用ある法令又は東京証券取引所の諸規程等に従い、
本プランの各手続の進捗状況、独立委員会による勧告等の概要、当社取締役会の決議の概要、当社株主
総会の決議の概要、その他独立委員会又は当社取締役会が適切と判断する事項について、適時に情報開
示を行います。
　本プランの有効期間は、2019年９月19日開催の第71回定時株主総会終結後３年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。但し、有効期間の満了前であっても、
株主総会または取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点
で廃止されることになります。
　本更新後であっても、新株予約権無償割当てが実施されていない場合、本プランによって株主の皆様
に直接具体的な影響が生じることはありません。他方、本プランが発動され、新株予約権無償割当てが
実施された場合、株主の皆様が新株予約権行使の手続を行わないとその保有する株式が希釈化される場
合があります（但し、当社が当社株式を対価として新株予約権の取得を行った場合、株主の皆様が保有
する株式の希釈化は生じません。）。
　なお、本プランの詳細については、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載されている2019年
８月１日付プレスリリースをご覧下さい。（https://www.kingjim.co.jp/）

　 ③ 具体的取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由
　本プランは、当社の経営計画に基づく各施策、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持
続的に向上させるための具体的方策として策定され更新されたものであり、まさに当社の基本方針に沿う
ものです。
　また、本プランは、前記②（ロ）記載のとおり、企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させる
目的をもって更新されたものであり、当社の基本方針に沿うものです。特に、本プランは、株主総会で承
認を得て導入され更新されたものであること、その内容として合理的な客観的要件が設定されているこ
と、業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査役（もしくはこれに準ずる監
査役）、又は社外の有識者によって構成される独立委員会が設置され、本プランの発動に際しては必ず独
立委員会の判断を経ることが必要とされていること、独立委員会は当社の費用で外部専門家を利用するこ
とができるとされていること、有効期間が最長約３年と定められた上、取締役会によりいつでも廃止でき
るとされていることなどにより、その公正性・客観性が担保されており、企業価値ひいては株主共同の利
益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
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連結注記表
1．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の数 　９社
会社名 株式会社ラドンナ、P.T.KING JIM INDONESIA、KING JIM（MALAYSIA）SDN.BHD.、錦宮（上海）貿易有限

公司、KING JIM（VIETNAM）Co.,Ltd.、株式会社アスカ商会、錦宮（香港）有限公司、株式会社ぼん家具、錦宮
（深圳）商貿有限公司

② 主要な非連結子会社の名称等
会社名 ウインセス株式会社
連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていな
いため、連結の範囲から除いております。

（2）持分法の適用に関する事項
持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社の名称等
主要な会社等の名称
① 非連結子会社 ウインセス株式会社
② 関連会社 威盛針織（射陽）有限公司
持分法を適用しない理由 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社はいずれも、それぞれ当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計
算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用か
ら除外しております。

（3）連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、株式会社ラドンナとP.T.KING JIM INDONESIA、KING JIM (MALAYSIA) SDN.BHD.、株式会社アス

カ商会および錦宮（香港）有限公司の決算日は５月31日、株式会社ぼん家具の決算日は４月30日、KING JIM（VIETNAM）
Co.,Ltd.の決算日は３月31日、錦宮（上海）貿易有限公司および錦宮（深圳）商貿有限公司の決算日は12月31日であります。
連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類または仮決算により作成した計算書類を使用し、連結決算日との間に
生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

（4）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準および評価方法
（イ）有価証券
その他有価証券
時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）
時価のないもの 移動平均法に基づく原価法

（ロ）デリバティブ 時価法
（ハ）棚卸資産

商品、製品及び仕掛品 総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切下げの方法
により算定）

原材料及び貯蔵品 移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切下げの方
法により算定）
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② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産
（リース資産を除く）

2007年３月31日以前に取得したもの
主として、旧定率法を採用しております。
ただし、当社および国内連結子会社については、1998年４月１日以降に取得した建物（建物
附属設備を除く）については旧定額法を採用しております。
2007年４月１日以降に取得したもの
主として、定率法を採用しております。
ただし、当社および国内連結子会社については、建物（建物附属設備を除く）および2016年
４月１日以降に取得した建物附属設備、構築物については、定額法を採用しております。

無形固定資産
（ソフトウェアおよび
リース資産を除く）

定額法

ソフトウェア
（自社利用目的分
（リース資産を除く））

社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数
とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

長期前払費用 定額法
③ 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、貸倒懸
念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。

役員賞与引当金 当社および国内連結子会社においては、取締役に対する賞与の支給に備えるため、当連結会計
年度末における年間支給見込額に基づき、当連結会計年度において負担すべき額を計上してお
ります。

④ 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付見込額の
期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異の
費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理
しております。
未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利
益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

小規模企業等における
簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末
自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

⑤ 重要なヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。
ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 為替予約

ヘッジ対象 外貨建予定取引
ヘッジ方針 将来の為替相場の変動に伴うコストの変動、期待収益への影響を低減させることを目的として

為替予約取引を行っており、投機目的では利用しておりません。
ヘッジ有効性評価の方法 有効性の判定は現物時価の変動額に対する先物時価の変動額の比率によってヘッジの有効性を

評価しております。
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⑥ その他連結計算書類作成のための重要な事項
消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

2．追加情報
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り
当社グループでは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響が翌連結会計年度中まで続くことを前提に、固定資産の減
損や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについて、連結計算書類作成時において入手可能な情報に基づき実施しており
ます。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響に関しては不確定要素が多く、翌連結会計年度以降の当社グル
ープの財政状態、経営成績の状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。

3．連結貸借対照表に関する注記
　 有形固定資産の減価償却累計額 8,340,042千円
　
4．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期 首 の 株 式 数

（千株）

当連結会計年度
増 加 株 式 数

（千株）

当連結会計年度
減 少 株 式 数

（千株）

当連結会計年度
末 の 株 式 数

（千株）
普 通 株 式 32,459 － － 32,459

　

（2）自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期 首 の 株 式 数

（千株）

当連結会計年度
増 加 株 式 数

（千株）

当連結会計年度
減 少 株 式 数

（千株）

当連結会計年度
末 の 株 式 数

（千株）
普 通 株 式 4,037 0 － 4,037

　

（注）自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

（3）剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等
（イ）2019年９月19日開催第71回定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 198,957千円
・１株当たり配当金額 ７円
・基準日 2019年６月20日
・効力発生日 2019年９月20日

（ロ）2020年１月31日開催取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 198,956千円
・１株当たり配当金額 ７円
・基準日 2019年12月20日
・効力発生日 2020年３月２日
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② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
2020年９月17日開催第72回定時株主総会の議案として、配当に関する事項を次のとおり提案しております。
・配当金の総額 284,222千円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当金額 10円
・基準日 2020年６月20日
・効力発生日 2020年９月18日

（4）連結会計年度末日における新株予約権に関する事項
2013年９月19日
取締役会決議分

2014年９月18日
取締役会決議分

2015年９月17日
取締役会決議分

2016年９月15日
取締役会決議分

2017年９月14日
取締役会決議分

目 的 と な る 株 式 の
種 類 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式

目的となる株式の数 13,530株 17,610株 19,780株 24,440株 21,420株

新 株 予 約 権 の 残 高 1,353個 1,761個 1,978個 2,444個 2,142個

2018年９月19日
取締役会決議分

2019年９月19日
取締役会決議分

目 的 と な る 株 式 の
種 類 普通株式 普通株式

目的となる株式の数 23,000株 24,840株

新 株 予 約 権 の 残 高 2,300個 2,484個

5．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用については、安全性の高い金融資産で運用し、資金調達については、必要な資金を銀行借入によ
り調達しております。また、デリバティブ取引については、後述するリスクを回避するために利用し、投機的な取引は行って
おりません。

② 金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制
　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、与信管理マニュアルに従い、定期的に主
要な取引先の信用状況を把握する体制をとることによりリスク低減を図っております。
　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクや発行体の信用リスクに晒されてお
りますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、継続的に保有状況の見直しを行っております。
　営業債務である支払手形、買掛金および設備支払手形は、１年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、
為替の変動リスクに晒されておりますが、為替予約を利用してヘッジしております。
　借入金は、短期の運転資金や設備投資資金であり、流動性リスクに晒されておりますが、各部署の予算申請の情報に基づき、
経理部が適時に資金計画を作成・更新することにより、流動性リスクを管理しております。
　デリバティブ取引については、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引
であり、為替相場の変動リスクを有しております。その取引実行・管理については、取引権限等を定めた社内規定に従ってお
ります。
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③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価等には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動す
ることがあります。

（2）金融商品の時価等に関する事項
　2020年６月20日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)
連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

（1）現金及び預金 5,644,022 5,644,022 －

（2）受取手形及び売掛金 4,656,058 4,656,058 －

（3）投資有価証券

　 その他有価証券 1,904,435 1,904,435 －

（4）支払手形及び買掛金 （2,214,206） （2,214,206） －

（5）短期借入金 （850,000） （850,000） －

（6）未払金 （700,385） （700,385） －

（7）デリバティブ取引 （3,816） （3,816） －
　

（＊）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（注）1．金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブに関する事項

（1）現金及び預金、ならびに（2）受取手形及び売掛金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（3）投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格または取引金融機関から提示された価格によっており
ます。

（4）支払手形及び買掛金、（5）短期借入金、（6）未払金
これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（7）デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価額等によっております。

2．非上場株式（連結貸借対照表計上額91,447千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることがで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（3）投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
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6．賃貸等不動産に関する注記
（1）賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社および一部の連結子会社は、千葉県において賃貸不動産（土地および建物等）を、また、長野県において遊休不動産
（土地および建物等）を有しております。

（2）賃貸等不動産の時価に関する事項
(単位：千円)

連結貸借対照表計上額 時 価

512,190 1,398,784
　

（注）1．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
2．当連結会計年度末の時価は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額（指標等を用いて調整を行
ったものを含む）であります。

　
7．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 766円82銭
（2）１株当たり当期純利益 38円06銭

8．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

（注）連結計算書類の記載金額は千円未満を、記載株数は千株未満を、それぞれ切り捨てて表示しております。
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個別注記表
1．重要な会計方針に係る事項
（1）有価証券の評価基準および評価方法

子会社株式 移動平均法に基づく原価法
その他有価証券
時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）
時価のないもの 移動平均法に基づく原価法

（2）デリバティブの評価基準および評価方法
デリバティブ 時価法

（3）棚卸資産の評価基準および評価方法
製品および仕掛品 総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切下げの方法に

より算定）
原材料および貯蔵品 移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下による簿価切下げの方法

により算定）
（4）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産
（リース資産を除く）

2007年３月31日以前に取得したもの
旧定率法を採用しております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、旧定額法を
採用しております。
2007年４月１日以降に取得したもの
定率法を採用しております。
ただし、建物（建物附属設備を除く）および2016年４月１日以降に取得した建物附属設備、構
築物については、定額法を採用しております。

無形固定資産
（ソフトウェアおよび
リース資産を除く）

定額法

ソフトウェア
（自社利用目的分
（リース資産を除く））

社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数と
し、残存価額を零とする定額法を採用しております。

長期前払費用 定額法
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（5）引当金の計上基準
貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
役員賞与引当金 取締役に対する賞与の支給に備えるため、当事業年度末における年間支給見込額に基づき、当事

業年度において負担すべき額を計上しております。
退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に

基づき計上しております。
なお、年金資産の額が退職給付債務に未認識数理計算上の差異を加減した額を超過している場合
は、前払年金費用に計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数（５年）による按分額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理しております。

（6）ヘッジ会計の処理
ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。
ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 為替予約

ヘッジ対象 外貨建予定取引
ヘッジ方針 将来の為替相場の変動に伴うコストの変動、期待収益への影響を低減させることを目的として為

替予約取引を行っており、投機目的では利用しておりません。
ヘッジ有効性評価の方法 有効性の判定は現物時価の変動額に対する先物時価の変動額の比率によってヘッジの有効性を評

価しております。
（7）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

退職給付に係る会計処理 計算書類において、未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結計算書類と異な
っております。

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

2．追加情報
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り
当社では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響が翌事業年度中まで続くことを前提に、固定資産の減損や繰延税金
資産の回収可能性等の会計上の見積りについて、計算書類作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。しかしなが
ら、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響に関しては不確定要素が多く、翌事業年度以降の当社の財政状態、経営成績の状
況に重要な影響を及ぼす可能性があります。

3．貸借対照表に関する注記
（1）関係会社に対する金銭債権・債務（独立掲記しているものは除いております。）

短期金銭債権 239,201千円
短期金銭債務 150,137千円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 4,641,680千円
　

2020年08月18日 16時31分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



― 16 ―

4．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
売上高 268,984千円
仕入高 5,732,525千円
その他の営業取引高 43,472千円
営業取引以外の取引高 38,508千円

5．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数
（千株）

当事業年度増加株式数
（千株）

当事業年度減少株式数
（千株）

当事業年度末の株式数
（千株）

普 通 株 式 4,037 0 － 4,037
　

（注）自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

6．税効果会計に関する注記
　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）
未払事業税 25,611千円
製品評価減否認 62,802千円
役員退職未払金 44,418千円
減価償却超過額 31,330千円
投資有価証券評価損損金不算入額 25,494千円
関係会社株式評価損否認 617,301千円
未払賞与社会保険料 17,268千円
その他 78,911千円
繰延税金資産小計 903,139千円
評価性引当額 △649,910千円
繰延税金資産合計 253,228千円
（繰延税金負債）
その他有価証券評価差額金 △190,010千円
前払年金費用 △373,445千円
土地評価差額 △183,409千円
繰延税金負債合計 △746,865千円
繰延税金負債の純額 △493,636千円
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7．関連当事者との取引に関する注記
　

子会社および関連会社等
(単位 千円)

種 類 会社等の名称 議決権の所有
（被所有）割合 関連当事者との関係 取 引 の 内 容 取 引 金 額 科 目 残 高

子会社 P.T.KING JIM
INDONESIA

直接所有
99.9％

ク リ ア ー フ ァ イ
ル 等 を 製 造 し、
当 社 へ 販 売
資 金 の 貸 付
役 員 の 兼 任

資 金 の 貸 付
(注)１

資 金 の 回 収

－

76,410
関係会社長期貸付金
関係会社短期貸付金

235,290
－

子会社
KING JIM
（VIETNAM）
Co. ,L td .

直接所有
100％

主としてキングフ
ァ イ ル 等 を 製 造
し、 当 社 へ 販 売
役 員 の 兼 任
資 金 の 貸 付

製 品 の 仕 入
(注)２ 3,581,519 買 掛 金 69,258

子会社 株式会社ぼん家具
直接所有

99.5％
役 員 の 兼 任
資 金 の 貸 付

資 金 の 貸 付
(注)１

資 金 の 回 収

350,000

－
関係会社長期貸付金
関係会社短期貸付金

－
350,000

　

（注）1．資金の貸付および利息の受取については、市場金利を勘案して決定しております。
2．価格その他の取引条件は、価格交渉の上決定しております。

　
8．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 669円46銭
（2）１株当たり当期純利益 33円96銭
　
9．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

（注）計算書類の記載金額は千円未満を、記載株数は千株未満を、それぞれ切り捨てて表示しております。
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